
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件                         

四
八
五 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
件                                         

四
八
五 

　公

　告 

○
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
公
表
す
る
件                                       

四
八
五 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号 

　救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
令
和
七
年
十
月
十
九
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　所
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　認
定
有
効
期
限 

一
般
財
団
法
人
太
田
綜
合
病
院
附

　郡
山
市
西
ノ
内
二
丁
目
五
番
二
〇

　令
和
一
〇
年
一
〇
月
一
八
日

属
太
田
西
ノ
内
病
院

　
　
　
　
　
　号 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
地
域
医
療
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
野

地
区
に
係
る
県
営
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
一
般
型
）
）
を
行
う

た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

　
　土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
十
一
月
十
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

会
津
若
松
市
役
所 

四

　そ
の
他 

こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
一
号 

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
九
月
に
収
去
し
た
肥
料
の
検
査
の
結
果
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 
令
和
７
年
９
月
分

 

（特
殊
肥
料

） 

特
殊
肥
料
生
産
業
者

届　
出　

名
検
査
の
結
果

備
考

、
の
指
定
名
輸
入
業
者
又

(及
び
商
品
名

)
は
販
売
業
者

T
N

T
P

T
K

TCaO
TMgO

T
Z

n
C

/N
水
分

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(%
)

(m
g/

(%
)

kg) 

堆
肥　
　

有
限
会
社
都
ミ
ヤ
コ
ジ

 3.3
4.0

3.3
12.9

1.1 
396 

7
18.6

路
農
場　
　

ユ
キ

　

　
ー

堆
肥　
　

有
限
会
社
都
醗
酵
け
い
ふ

3.2 
3.3

2.8
17.6

1.0
322

6
18.3

路
農
場　
　

ん　
　
　
　

注　
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る

 
。

 TN
－
窒
素
全
量

T
P
－
り
ん
酸
全
量

T
K
－
加
里
全
量

T
CaO
－
石
灰
全
量

T
M

gO
－
苦
土

 
、

、
、

、
全
量

T
Z

n－
亜
鉛
全
量

C
/N
－
炭
素
窒
素
比
水
分
－
水
分
含
有
量

 
、

、
、

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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（
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
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